
　　≪千葉市からのお知らせ≫

※１　一部対象とならない介護施設等がありますので、就労前にご確認ください。

※２　市内の介護施設等での就労は常勤・非常勤（パート）は問いません。

　申請受付期間　　平成２７年５月１日（金）～１２月３１日（木）まで（郵送可）

申請書類　ア　申請書【様式第1号】

　　　　　　イ　同意書　イ　同意書【様式第2号】

　　　　　　ウ　資格養成校が発行する領収書　ウ　資格養成校が発行する領収書　（※金融機関等の受領証などは不可）

　　　　　　エ　資格養成校が発行する修了証明書の写し　エ　資格養成校が発行する修了証明書の写し

　　　　　　オ　介護施設等で就労している場合は、就労開始日が確認できる書類　オ　介護施設等で就労している場合は、就労開始日が確認できる書類

申請書の入手方法、事業の詳細等については下記ホームページをご覧ください。

　千葉市介護保険課ホームページ

　ＵＲＬ：http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohoken/

　　 ≪問合せ・申請先≫ 千葉市保健福祉局高齢障害部介護保険課

　　　　〒260-8722千葉市中央区千葉港1-1

TEL ： 043-245-5064 
    　 FAX ： 043-245-5623 

Eﾒｰﾙ：kaigohoken.HWS@city.chiba.lg.jp 

　 条件に、介護職員初任者研修またはホームヘルパー２級研修に要した

　　 千葉市では、人材の確保と介護施設等への定着の促進を図るため、

　 研修修了後、一定期間以上、市内の介護施設等で就労することを、

　 費用の一部を助成します。

介護職員初任者研修受講者支援事業

　　１　助成対象者
　　　　次の（１）～（３）のいずれにも該当する方
　　　　（１）市税に滞納がない千葉市民の方
　　　　（２）申請日前１年以内に介護職員初任者研修またはホームヘルパー２級研修を
　　　　　　修了している方
　　　　（３）申請日時点で市内の介護施設などに、就労していない方または就労してから
　　　　　　１年経過していない方
　
　　　※例）平成２７年５月１日に申請する場合
　　　　　平成２６年５月１日以降に研修を修了していても、就労開始日が平成２６年４月
　　　　　３０日以前の方は対象となりません。
　
　　２　助成要件
　　　　・申請日以降、市内の介護施設等で介護職として３か月以上就労すること
　　　　　※申請日前の就労期間を含めることはできません。

　　３　助成額
　　　　介護職員初任者研修またはホームヘルパー２級研修の受講に要した受講料等の
　　　費用の半額と５０，０００円のいずれか低い方の額（１０円未満切り捨て）
　
　　４　助成人数
　　　　１００人　（※５月１５日時点で定員を超える応募があった場合は抽選。超えない
　　　　　　　　　　　場合は１２月３１日までの間で先着順。）

≪平成２７年度募集≫ 

介護職員初任者研修・ホームヘルパー２級研修の 
受講費用を助成します！！ 
         ～介護の仕事にチャレンジしてみませんか～ 

資料１４－４（共通）

障害福祉サービス等に係る事業者説明会

千葉市保健福祉局高齢障害部障害企画課

平成２７年３月１９日（木）



千葉市介護職員初任者研修受講者支援事業の流れ　

申請者 千葉市 

   資格養成校等で、 

受講を修了する。 

５／１～１２／３１までの間に 

修了証、領収書を添えて交付

申請書を介護保険課に提出 

（期間内に予算を超えての応

募があった場合は、先着順で

決定。） 

交付申請書を審査 

交付（不交付）決定通

知書を送付 

交付（不交付）決定通知

を受領 

（交付決定の場合） 

申請日以降、市内の介

護施設等で３か月以上

就労 

平成２８年３月３１日まで

に 

・実績報告書 

・就業証明書 

 を介護保険課へ提出 

提出書類を審査 

助成金支給額確定通確定通知を受領 

請求書の提出 

助成金の支給 

助成対象者は申請日前

１年以内に研修を修了

していることが条件とな

ります。申請日前に就

労している方は就労開

始日が申請日前１年以

内であることが必要で

個人情報の利用

に係る同意書（又

は、住民票及び市

税に滞納がない

旨の証明書）も併

せて提出 

平成２７年３月３１日以前にホームヘル

パー２級資格を取得している方でも、資

格取得が申請日前１年以内かつ申請日

以降３か月以上市内の介護施設等で就

労した場合は助成の対象となります（申

請日前から就労している方は就労開始

日が申請日前１年以内の方に限ります）。 

請求書を受領 

助成金の入金を確


